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平成１９年６月
原子力安全・保安院

柏崎刈羽原子力保安検査官事務所
原子力安全地域広報官 金城 慎司

原子力発電施設に対する検査制度について

（これまで、そしてこれから）
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検査制度概観
（これまでの検査制度）
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－我が国の原子力発電所の運転状況と検査の関係－

＜保守管理に係る保安検査項目（例）＞
・保守管理計画の策定・実施状況
・配管の肉厚管理の実施方針及び実施状況
・定例試験への立会（非常用発電機手動起動等）

＜保安調査＞
保安検査期間外においては、施設立入、書類等の検査、関係者への質問、
試料の提出について法律上の権限を有していない。

（ただし、実態上は、検査官の任意の要請に応じて事業者の協力を得て、

現場の巡視パトロールや定例試験への立会いなどを行っている）
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・原子炉本体

・原子炉冷却系統設備

・計測制御系統設備

・燃料設備

・放射線管理設備

・廃棄設備

・原子炉格納施設

・非常用予備発電装置

・蒸気タービン

★実施に係る組織

（◎検査要員の適切性）

★検査の方法

（◎検査要領書の適切性、

検査用機器の適切性、

検査内容の適切性）

★検査記録の管理

（◎検査内容の適切性）

○体制及び評価
・原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び
組織

・原子炉施設の定期的な評価（定期安全レビュー、
高経年化対策）

○原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保
安教育

○原子炉施設の保安に関する記録及び報告
○運転管理：
・原子炉施設の運転
・原子炉施設の運転の安全審査
・排気監視設備及び排水監視設備
・原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴
う処置

○燃料管理 （燃料物質の受払、運搬、貯蔵等）
○放射性廃棄物管理（廃棄）
○放射線管理
○緊急時に講ずべき措置

【特定電気工作物】

・補助ボイラー
・排気筒（H18.1より）

○技術基準適合性の確認

◎定期検査：
NISA、JNES

○定期事業者検査に係るプロ
セスの確認

★定期安全管理審査：
JNES

★工程管理
★協力事業者管理
★検査に係る教育訓練

【特定重要電気工作物】

保安検査：NISA

○原子炉施設の品質保証

○原子炉施設の保守管理

事業者の保安活動

定期事業者検査：事業者

－各検査制度における検査対象－
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データ改ざん等に係る国の現在までの対応（平成１５年１０月以降の検査制度）
１）事業者に品質保証の徹底を義務づけるとともに、保安検査等でその実施状況を確認、
２）自主検査を定期事業者検査として法律で義務づけ、記録保存義務を課すとともに、虚偽記載等
についての罰則を付す制度を導入、

３）定期検査に対する妨害についての罰則を強化 等の措置が導入された。

原子力安全委員会の機能強化
（四半期毎の報告受領、調査権限拡大等）
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◆「原子炉停止」「炉心冷却」
「放射性物質閉じこめ」機能
を直接確認する検査のうち、
特に重要な検査

◆「プラントの総合的な性能」
を直接確認する検査

◆従来の自主点検項目
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使用前検査・定期検査

保安院の担当以外の使用前検査・定期検査

事業者による検査の体制を審査
（定期安全管理審査）

トップマネージメント・ヒアリング

原子力安全委員会の機能強化
（四半期毎の報告受領、調査権限拡大等）
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(10年に一度実施)

◆「原子炉停止」「炉心冷却」
「放射性物質閉じこめ」機能
を直接確認する検査のうち、
特に重要な検査

◆「プラントの総合的な性能」
を直接確認する検査

◆従来の自主点検項目

定
期
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使用前検査・定期検査

保安院の担当以外の使用前検査・定期検査

事業者による検査の体制を審査
（定期安全管理審査）

トップマネージメント・ヒアリング
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保安検査
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保安検査官事務所の沿革

1984年11月 資源エネルギー庁柏崎刈羽運転管理専門官事務所
として柏崎市内に事務所開設

2000年 4月 原子力保安検査官制度の発足にともない、資源エネ
ルギー庁柏崎刈羽原子力保安検査官事務所と変更

2001年 1月 原子力安全・保安院の設置により、原子力安全・保安
院柏崎刈羽原子力保安検査官事務所と変更

2002年 3月 新潟県柏崎刈羽原子力防災センターの完成にともな
い、現在地に移転
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原子力安全における品質保証

保安
活動

保安
活動

保安
活動

確認
・

監視

確認
・

監視
・・

資源投入（人材、資金、施設、設備、原材料、予備品、技術など）

・・・・・・・

保安活動プロセス

原子
炉の
安全
状態

保安活動
結 果

許可
・

受容
・

共生

国民若しくはそのエージェントたる保安院

要求レベル
可

（保安院）

説明責任及び要求事項の確認

優
（自治体・国民）

（参考資料：原子力発電検査課（平成１６年））

品質保証

①②

③
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施設検査
（定期検査）
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原子力発電所の定期検査
発電停止（定期検査開始）

▼

発電開始

▼
定期検査終了

▼
原子炉開放

燃料取出

燃料検査

燃料装荷

原子炉圧力容器復旧、漏えい検査

原子炉格納容器復旧、漏えい率検査

起動準備・起動

試運転

タービン開放点検・検査

各弁・ポンプ等点検

△燃料取扱装置
機能検査

△燃料集合体
外観検査

△原子炉格納容器
漏えい率検査

△総合負荷
性能検査

△非常用ディーゼル
発電機他機能検査

工
程
（
例
）

定
期
検
査
（
例
）

△燃料集合体
炉内配置検査
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検査制度の変遷

①旧検査制度

KK1 第1回～第12回 第13回 第14回～

KK2 第1回～第9回 第10回 第11回～

KK3 第1回～第6回 第7回 第8回～

KK4 第1回～第6回 第7回 第8回～

KK5 第1回～第9回 第10回 第11回～

KK6 第1回～第4回 第5回 第6回～

KK7 第1回～第4回 第5回 第6回～

S61年～

③定期事業者検査制度

H14年10月～ H15年10月～

●定期検査；
安全上特に重要な設備の
健全性を国が確認

●自主点検；
定期検査以外は事業者が
任意に実施

●原子力発電所における
一連の不祥事に鑑み、
設備の健全性に加え、
品質保証活動に関する
検査を行政措置として
実施

●定期検査；
定期事業者検査の内安全上特に
重要な設備の健全性を国が確認

●定期事業者検査；
設備の技術基準適合性を事業者が
確認

●定期安全管理審査；
定期事業者検査の実施体制を審査

②特に厳格な検査
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定期事業者検査制度（従来制度と現行制度の比較）

従来の定期検査項目
（約70項目）

◎定期検査
約60検査

保安院：約7検査
JNES：約50検査

検査方法
：国及びJNESによる

立会又は記録確認

事業者による
保守点検活動

国の安全規制

事業者による
保守点検活動

事業者による
自主検査

現行の検査制度
（平成15年10月以降）

大

小

安
全
上
の
重
要
度

従来の検査制度
（平成15年10月以前）

＜最終確認型＞
施設の健全性を中心に、あらかじめ
決められた通りに確認する検査

＜プロセス確認型＞
施設の健全性だけでなく、保守管理のプロセスなど
事業者の保安活動全般を、抜き打ち的手法も活用し
確認する検査

◎定期事業者検査
約150検査

◎安全管理審査
定期事業者検査から
約13検査をサンプリング
（実施審査）
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事業者による検査

従来の検査制度
（平成15年10月以前）

現行の検査制度
（平成15年10月以降）

◎自主検査

●法的位置づけ明確
●検査結果の記録、保存の義務
●技術基準に適合しなくなると
見込まれる時期の評価、記録、
保存および報告の義務

◎定期事業者検査

●電力の自主的な判断に
よる安全確保活動の一環
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国の定期検査

従来の検査制度
（平成15年10月以前）

現行の検査制度
（平成15年10月以降）

◎定期検査

●対象；
定期事業者検査の内安全上特に

重要な設備
●性能の確認に加えプロセスを重視

①検査要領書の適切性
②検査要員の適切性
③検査用機器の適切性
④検査内容の適切性
⑤検査結果判定の適切性
⑥技術基準適合性

◎定期検査

●対象；
安全上特に重要な設備

●施設の健全性を中心とし
た性能の確認
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事業者検査の審査
従来の検査制度

（平成15年10月以前）

現行の検査制度
（平成15年10月以降）

●（独）原子力安全基盤機構が実施
●定期事業者検査の実施に係わる体制につ
いて審査

①文書審査；
基本的体制について審査

②実地審査；
定期事業者検査から抜き打ち的手法を

用いた立合い、記録確認による審査
●審査事項

①組織②検査の方法③工程管理④協力会
社の管理⑤検査記録の管理⑥教育訓練

◎定期安全管理審査

●制度なし
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◆原子力安全規制を実効あらしめるため、人員を増強するとともに、質的な向上を図り、現行の原子
力安全規制を実施する上で必要となる人的基盤を整備。
今後、更なる質的向上を目指し、研修等の充実、強化を進めていく。

①人員の増強

◎原子力安全規制行政機関（管理部門含む） 合計 約 ５４０名
○経済産業省原子力安全・保安院 約３３０名（←発足時約１４０名）

（うち検査官 約１１０名（←発足時約５０名）
○文部科学省 約１００名
○内閣府原子力安全委員会 約１１０名（←保安院発足時約９５名）

◎安全規制支援機関 合計 約 ６６０名

○独立行政法人原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ） 約４５０名 （うち検査員 約１１０名）
○独立行政法人日本原子力研究開発機構（安全性研究センター、安全試験施設管理部等） 約２１０名

②質的な向上

○保安院に、メーカー、研究機関、危機管理省庁等から経験豊かな中途採用者を採用。（現在 約８０名）

○原子力安全に係る人材育成コースを設定し、内外の機関の協力を得つつ、専門性の育成に必要な多様な
研修制度を整備。

原子力安全規制の体制（平成１８年６月時点）
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これからの検査制度



18

・原子炉本体

・原子炉冷却系統設備

・計測制御系統設備

・燃料設備

・放射線管理設備

・廃棄設備

・原子炉格納施設

・非常用予備発電装置

・蒸気タービン

★実施に係る組織

（◎検査要員の適切性）

★検査の方法

（◎検査要領書の適切性、

検査用機器の適切性、

検査内容の適切性）

★検査記録の管理

（◎検査内容の適切性）

○体制及び評価
・原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び
組織

・原子炉施設の定期的な評価（定期安全レビュー、
高経年化対策）

○原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保
安教育

○原子炉施設の保安に関する記録及び報告
○運転管理：
・原子炉施設の運転
・原子炉施設の運転の安全審査
・排気監視設備及び排水監視設備
・原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴
う処置

○燃料管理 （燃料物質の受払、運搬、貯蔵等）
○放射性廃棄物管理（廃棄）
○放射線管理
○緊急時に講ずべき措置

【特定電気工作物】

・補助ボイラー
・排気筒（H18.1より）

○技術基準適合性の確認

◎定期検査：
NISA、JNES

○定期事業者検査に係るプロ
セスの確認

★定期安全管理審査：
JNES

★工程管理
★協力事業者管理
★検査に係る教育訓練

【特定重要電気工作物】

保安検査：NISA

○原子炉施設の品質保証

○原子炉施設の保守管理

事業者の保安活動

定期事業者検査：事業者

－各検査制度における検査対象－
おさらい
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新たな検査制度については、原子炉等規制法及び電気事業法
に基づく経済産業省令を改正することにより対応

現行の検査制度の課題と改善の方向性

１．保全プログラムに基づく保安活動に対する検査制度の導入

高経年化が進む中、プラント毎の特性を踏まえて事業者の保全活動の充実を求めることが必要

→プラントごとの保守管理活動を保全計画の策定等を通じて充実強化させ、検査も、一律の検査からプラント
毎の特性に応じたきめ細かい検査に移行していく

２．安全確保上重要な行為に着目した検査制度の導入

運転中、停止中を問わず、事業者の保安活動における安全確保の徹底を求めることが必要

→現在停止中に集中している検査に加え、運転中の検査を充実強化していく

３．根本原因分析のためのガイドラインの整備等
美浜３号機事故のような事業者の人的過誤、組織要因による事故・トラブルを防止するため、事業者による

不適合是正の徹底を求めることが必要

→事故・トラブルの根本的な原因分析に事業者が積極的に取り組むことができるようガイドラインの整備等を

進めていく
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（１）保全プログラムの策定と事前確認

基本的事項
• 保安規定（原子炉等規制法）に位置づけ
• 保守管理と運転管理を含めた保安全体に関わる基本ルールは、事業者

が保安規程において定め、国が認可

保全計画
• 保安規程（電気事業法）において位置づけ
• 保全計画を含む保守管理の具体的なルールは、保安規程に集約化するこ

ととし、事業者は、運転サイクルごとに届出
• 保全計画の国の審査のうち技術的内容の確認は、保安院からＪＮＥＳに委

託

ＪＮＥＳが定期安全管理審査で行っている定期事業者検査の実施に
係る組織、検査の方法等の審査は、保全計画の審査と整理統合

１．保全プログラムに基づく保安活動に対す
る検査制度の導入（Ⅰ）

保守管理の充実・強化へ
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（２）保全計画の実施状況の確認

①運転中の保全活動

追加的に導入する状態監視保全を含む安全上重要な機能確認などの運
転中の保全活動を定期事業者検査として位置づけ
国は、ＪＮＥＳによる定期安全管理審査を通じてその実施状況を確認

②停止中の保全活動

プラントを停止して行う保全活動は、これまでと同様に、定期検査、
定期安全管理審査において確認

運転中と停止中の検査のバランスを適正化する観点から、国の停止中
の検査について、一層の科学的かつ合理的な方法と内容について検討

１．保全プログラムに基づく保安活動に対す
る検査制度の導入（Ⅱ）

事業者の保守管理活動を一貫して確認
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１．保全プログラムに基づく保安活動に対す
る検査制度の導入（Ⅲ）

原子炉停止間隔は、充実した保全プログラム及び
工学的余裕度の技術的評価に基づき設定

（３）原子炉停止間隔等

重要な機器・系統の工学的余裕度の評価を行い、それぞれの機器・系統ごとに
点検・補修が必要とされるまでの期間のうち最短の期間を基礎として、国が定
期検査の間隔を幾つかのカテゴリーに分けて設定し、この間隔の範囲内で、事
業者が燃料交換等を考慮して原子炉停止間隔を申請

この原子炉停止間隔については 、充実した保全プログラムに記載され、国は
保安規定の認可事項の一つとして厳格に審査

国の定期検査は、認可した原子炉停止間隔に基づいて実施

カテゴリー別の間隔設定については、今後、保守管理検討会における技術的
な議論を踏まえ決定
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＜日本機械学会「保全の最適化検討ＷＧ」検討結果に対する
評価と今後の技術課題①＞

日本機械学会では、主要な４０機器について、実質的に１４ヶ月で定められる原子力停止間隔を
２４ヶ月に延長することを仮定して、それぞれの構造・機能要求を踏まえ、以下の５つのパターン
に分類して評価を実施した。

①現状耐久性有（十分な運転実績があり、劣化モードを考慮しても現状２年以上の構造耐久性を有するとするもの）
［検討結果］ ２年以上の点検間隔であるものについては、２年以上の耐久性を有するとの評価を行っている。

②定例試験代替（運転中の定例試験により停止時の機能検査の代替が可能と判断できるとするもの）
［検討結果］ 停止時の機能検査項目が運転中の定例試験の検査項目と同等のものについては、運転中に要求され
る機能を確認可能。

③運転中のモニタリング（運転中の状態監視により停止時の機能検査の代替が可能と判断できるとするもの）
［検討結果］ 要求される機能を運転中のモニタリングで確認できるものについては、その妥当性を評価。分解検査
対象機器は、状態監視保全により運転中に健全性確認が可能と評価。

④類似機器の運転実績（火力プラント等の類似機器の運転・点検実績により、点検間隔の変更（延長）の可能性を有
するとするもの）
［検討結果］ 火力プラント・米国プラントの同種機器で２年以上の点検間隔のものについて、製造メーカ、構造、材料
及び使用環境が同等以上であれば、点検間隔が２年以上でも健全性を確保可能。

⑤データの収集・分析（運転保守データの分析・評価、実証試験成果から、点検間隔の変更（延長）可能性を有する
とするもの）
［検討結果］過去の点検記録、トラブル情報及び劣化モードの評価等から、２年程度の点検間隔の変更可能性を提
示。特に主要４機器（原子炉容器、主蒸気逃がし安全弁、主蒸気隔離弁、安全保護系（BWRの場合）については、モ
デルプラントの実績データを用いて詳細に評価。
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＜日本機械学会「保全の最適化検討ＷＧ」検討結果に対
する評価と今後の技術課題②＞

プラント全体の停止期間の在り方を検討するための今後の更な
る課題：

○上記５つのパターン毎に、より慎重に評価すべきである。また、
これに加え、以下の３点が課題である。
①機器の劣化状況を正確に把握するために点検手入れ前
データの蓄積を充実すること。
②保守管理における機器・系統ごとの管理目標を定めるとと
もに、経年劣化傾向と当該管理目標との関係 を定量的に評
価する手法を整備すること。更に、個々の経年劣化がプラント
全体の安全性にどう影響するかリスク評価を行う手法を整備
すること。
③上記のデータ蓄積及び評価方法の整備を充実させ、共有
できる体制を整備すること。
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事業者が計画的に実施する原子炉起動・停止等の安全確保上重要な行為
については、その作業手順について、保安規定の遵守状況を国が保安検
査において確認

運転上の制限を逸脱した場合など、不定期に発生する事象が生じたときの
事業者の対応については、原子力保安検査官による立入検査で保安規定
の遵守状況を確認

２．安全確保上重要な行為に着目した検査
制度の導入

保安活動における安全確保の一層の徹底
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＜運転中、停止中を通じて一貫した検査に係る事項＞
事業者の保安活動のリスク重要度等を踏まえた検査対象及び頻度の具体的検討
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分解検査等停止時
に確認する事項

運転中

停止中（保全プログラムに基づいた定期事業者検査の実施）

原子炉
起動操作

原子炉
停止操作
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査
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象
項
目

①品質保証計画の策定、実行

②運転員の確保及び育成

③原子炉運転

④原子炉停止

⑤燃料の貯蔵

⑥放射性廃棄物放出管理用計測器の管理

⑦放射線被ばく管理

事業者の①～⑩の活動について保安検査・保安調査で定期的に確認

⑧保守管理計画
⑨原子力防災計画及び訓練
⑩所員及び請負会社従業員への保安教育

四半期程度毎

原子炉停止

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系等
の待機除外によるリ
スク増加

原子炉水位変化に
よるリスク増加

海水系切替によ
るリスク増加

起動操作前

不適合等
によるリスク増加



27

３．根本原因分析のためのガイドライン
の整備等

事業者による根本原因分析の実施については、現行の保安措置及び保
安規定における品質保証の体系の中に位置づけ、保安検査で確認

事業者による人的過誤等の直接要因に係る原因分析の的確な実施や
日常の保安活動における安全文化・組織風土の劣化防止の取組みに
対する国の評価指針を検討

プラント毎の安全に関する総合評価及び直前の定期安全管理審査の結
果等により、保全計画の実施状況について確認する定期安全管理審査
（実地検査）の頻度を変更する等の措置を検討

事業者による不適合是正の徹底と
効果的な検査の実施を図る
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原子力発電施設に対する検査制度の改善

新たな保全プログラムの導入

・保全プログラム（基本的事項）に
対する審査を導入（認可制）

・安全確保上重要な行為に対する
保安検査の導入（原子炉の起動、

停止時等）
・運転制限逸脱時の検査を実施

・保全計画に対する審査を導入
（届出制）

・定期事業者検査のうち運転中に
行うもの（状態監視保全、機能確認
等）を導入し、これに対する定期
安全管理審査を導入

より一層の安全確保のための
検査の導入

＜現行＞

＜改善後＞

保
安
規
定

保
安
規
程

保
安
規
程

保
安
規
定

・品質保証
・運転管理
・放射線管理 等

・保守管理
（計画の策定を要求）

蒸気タービン等のみに係る
保全計画

・品質保証

（根本原因分析を追加）
・運転管理
・放射線管理 等

保守管理に係る基本的
事項
原子炉停止間隔の設定

全ての設備の保守管理
に係る保全計画

現行の保全プログラム

新たな保全プログラム

基本的事項

保全計画

保
安
規
定

保
安
規
程

保
安
規
程

保
安
規
定

・品質保証
・運転管理
・放射線管理 等

・保守管理
（計画の策定を要求）

蒸気タービン等のみに係る
保全計画

・品質保証

（根本原因分析を追加）
・運転管理
・放射線管理 等

保守管理に係る基本的
事項
原子炉停止間隔の設定

全ての設備の保守管理
に係る保全計画

現行の保全プログラム

新たな保全プログラム

基本的事項

保全計画
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